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職業安定分科会労働力需給制度部会 

「労働者派遣制度の検討状況について（中間報告）」に対する談話 

 

日本労働組合総連合会 

 事務局長 古賀 伸明 

 

１．本日 12月 25日、労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会（部会長：

清家篤・慶應義塾大学教授）は、「労働者派遣制度の検討状況について（中間報告）」

をとりまとめた。 

「中間報告」は、労働者派遣制度に関する労使の意見は、根本的な部分で隔たりが

大きく、今後、学識者による研究会を設け、根本的に検討すべきとした。 労働者

保護を第一に据えた労働者派遣法の改正が急務である中、派遣労働者の期待や社会

の要請に応えることなく、次期通常国会での法改正を見送ったことは極めて遺憾で

ある。 

 

２．労働者派遣法の規制緩和は、不安定雇用や低賃金労働を拡大させることにつなが

った。現在では、「偽装請負・違法派遣」など法違反の蔓延、労働者派遣法が想定

していなかった「日雇い派遣」、さらには、「ワーキングプア」と呼ばれる労働者の

貧困が社会問題化するなど、極めて深刻な状況にある。 

とくに、「日雇い派遣」は、労働者派遣法や労働基準法の違反など、さまざまな

問題点が指摘されている。行政の指導監督の強化による法違反への厳正な対処をは

じめ、法整備による規制強化など早急な対応がなされなければならない。 

 

３．連合は、労働者派遣は 1985 年法制定当時の専門業務に限定したポジティブリス

ト方式が原則であり、常用型派遣を基本とすべきとの立場で審議に臨んだ。さらに、

当面必要な対策として、登録型派遣の非 26 業務の禁止、直接雇用みなし規定の創

設、均等待遇、派遣先責任の強化、日雇い派遣の規制などを求めてきた。 

 

４．連合は、雇用間格差の拡大を助長する労働市場の規制緩和を許さない。派遣労働

者の雇用の安定や公正処遇など、労働者保護を強化する労働者派遣法改正の実現に

向け、引き続き、構成組織・地方連合会と一体となった取り組みを強めていく。 

 

以 上 


